
- 1 -

毎月２回発行 ＶＯＩ．664 2018年 4月15日発行

全肢連情報全肢連情報 □編集・発行

一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会

ＺＥＮＳＨＩＲＥＮ ＢＵＬＬＥＴＩＮＺＥＮＳＨＩＲＥＮ ＢＵＬＬＥＴＩＮ 〒１７１－００２１

東京都豊島区西池袋４丁目３番１２号

皆様からのニュースのご提供を □Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ ＺＥＮＳＨＩＲＥＮ
お待ちしております。

ＴＥＬ：０３－３９７１－３６６６

ＦＡＸ：０３－３９８２－２９１３

E-mail：web-info@zenshiren.or.jp

全肢連情報はホームページ「響(ひびき)」でもご覧になれます。ＵＲＬ：http：//ｗｗｗ．ｚｅｎｓｈｉｒｅｎ.ｏｒ.ｊｐ

ＳＮＳで障害児・者、肢体不自由児・者の情報交換を Facebook https://www.facebook.com/ZENSHIREN

第4次障害者基本計画 閣議決定される

内閣府障害者政策委員会において2017年4月から本年1月にかけ、第4次障害者基本計

画の策定審議が行われ、パブリックコメント、関係者への事前説明を経て3月30日、政府

は障害者の自立や社会参加を支援する様々な施策の土台となる「第4次障害者基本計画（2

018年～2022年度）」を閣議決定した。

国連の障害者権利条約批准後初めての計画となることから、条約の基本的視点「社会モ

デル」を反映。基本理念に「共生社会の実現」を掲げた。

社会の障壁を取り除くため2020年の東京オリンピック・パラリンピックを機に、施設

やサービス、情報、制度等あらゆる面でアクセシビリティ—（利用のしやすさ）を高める

ことが柱だ。

アクセシビリティ—の向上策では、1日の利用客が平均3千人以上の駅や空港など旅客施

設のバリアフリー化率を2016年度の87％から2020年度に約100％に、ノンステップ

バスの導入率を53％から約70％に高める目標を掲げた。

また地域ごとに自治体や医療機関、PTAなど関係機関が連携する「障害者差別解消支援

地域協議会」の組織率を、市町村（政令指定都市など除く）で2017年4月時点の38％か

ら2022年度に70％以上へ高めることを目指すとした。障害を理由とした差別などを禁じ

た障害者差別解消法の実効性の確保を狙う。

今号では各分野における障害施策の基本的な方向性についての概要を一部抜粋して報告

する。

第4次障害者基本計画

各分野における障害者施策の基本的な方向

◆安心・安全な生活環境の整備

【基本的考え方】

障害者がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実

現を図るため、障害者が安全に安心して生活できる住環境の整備、障害者が移動しや

すい環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進、障害者に配慮した

まちづくりの総合的な推進等を通じ、障害者の生活環境における社会的障壁の除去を

進め、アクセシビリティの向上を推進する。
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＜住宅の確保＞

○公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営

住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。

また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組、保証人の免

除などの配慮が地方において行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対

する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。

○民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒ま

ない賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度を創設し、住

宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支援を実施す

ることにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進する。

○障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者

の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な

住宅改修に対する支援を行う。

○障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けな

がら共同生活するグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した

体制の充実を図る。また、地域で生活する障害者の支援の拠点となる地域生活支援拠点

等の整備を図る。こうした取組と合わせて、精神障害者とその家族が地域の一員として

安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協

議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステム」の構築を推進する。

○障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時におけ

る消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法（昭和25年

法律第201号）、消防法（昭和23年法律第186号）の基準に適合させるための改修費

用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。

＜移動しやすい環境の整備等＞

○駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防止設備の導入、障害者の利用

に配慮した車両の整備のより一層の促進等と併せて、人的な対応の充実を図ることで、

公共交通機関のバリアフリー化を推進する。

○公共交通機関の旅客施設及び車両内において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供

の充実を推進する。

○交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保を図るため、教育訓練の実施等

を促進する。

○障害者に対し個別的な輸送を提供するため、支援制度の活用等により福祉タクシー車両

等によるスペシャル・トランスポート・サービス（ＳＴＳ）の普及促進を図る。

○過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題で
あることを踏まえ、高齢者、障害者等の安全快適な移動に資するＴＳＰＳ（信号情報活
用運転支援システム）、ＤＳＳＳ（安全運転支援システム）、ＥＴＣ等のＩＴＳ（高度道
路交通システム）の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転シス
テムの開発や、地方、高齢者、障害者等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組
む。

＜アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進＞

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下

「バリアフリー法」という。）に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害者

が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への現行の適合義

務に加え、地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物
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の追加、規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化

を促進する。

○窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移

動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進する。

○都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準

や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの

設置等を進める。

○身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一

体となって進める。

○日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備

等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。

＜障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進＞
○バリアフリー法及び関連施策の在り方について、高齢者、障害者等の社会参画の拡大の

推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連携の強化及びハード・ソフト一体とな

った取組の推進という３つの視点に留意して必要な見直しを行う。

○福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備

の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮

らせるまちづくりを推進する。

○バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活

関連経路において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整

備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を

推進する。

○国立・国定公園等において主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ

等のバリアフリー化を実施する。

○バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成す

る道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両

が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うＰＩＣＳ（歩行

者等支援情報通信システム）等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道

路標識等の整備を推進する。

○障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のＬＥＤ（発光ダイオード）

化、道路標識の高輝度化・大型化等を推進する。

○市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域（ゾーン）を

設定して、最高速度30㎞/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等

の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。

○障害者等用駐車区画の適正利用を確保する観点から、多くの地方公共団体において導入

されている「パーキングパーミット制度」について、好事例の共有を通じた制度の改善

を促進するとともに、制度のメリット等の周知を行う等により未導入の地方公共団体に

対する制度の普及促進を図る。

○高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル

社会の構築に向け、ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、屋内外シ

ームレスな電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの整備・活用、移動に資する

データのオープンデータ化等により民間事業者等が多様なサービスを提供できる環境づ

くりを推進する。

○上記のほか、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に位置付けられた施策について、

具体の取組を実施する。
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◆情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

【基本的考え方】

障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者に配慮した情報

通信機器・サービス等の企画、開発及び提供の促進や、障害者が利用しやすい放送出版

の普及等の様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進する。あわせて、障

害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を

担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供等の取組

を通じて意思疎通支援の充実を図る。

＜情報通信における情報アクセシビリティの向上＞

○障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及向

上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び

提供を促進する。

○研究開発やニーズ、ＩＣＴの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向

上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。

また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、

国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、

ＷＴＯ政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、ＷＴＯ政府調達協定等

の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在す

るときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。

○国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を

推進する。

○障害者に対するＩＴ相談等を実施する障害者ＩＴサポートセンターの設置や障害者がパ

ソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等に

より、障害者のＩＣＴの利用及び活用の機会の拡大を図る。

○聴覚障害者が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構

築する。

＜情報提供の充実等＞

○身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する

法律（平成５年法律第54号）に基づく放送事業者への制作費助成、「放送分野における

情報アクセシビリティに関する指針」に基づく取組等の実施・強化により、字幕放送、

解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。

○聴覚障害者に対して、字幕（手話）付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通

訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ＩＣ

Ｔの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その整備を促進する。

○身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する

法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進

し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改

善を図る。

○電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える

障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、

電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシ

ビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの

取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。
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○心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の

実態等を踏まえながら、引き続き検討する。

＜意思疎通支援の充実＞

○聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの

障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約

筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、

音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介

助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コ

ミュニケーション支援を充実させる。

○情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具

の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発

の促進を図る。

○意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうこ

とを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。

＜行政情報のアクセシビリティの向上＞

○各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提

供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分か

りやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。

○各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的

提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キー

ボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの

公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公

的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。

○各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したＩＣＴを

始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積

極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。

○災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達

できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮

した情報伝達の体制の整備を促進する。

○政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じ

た候補者情報の提供等、ＩＣＴの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関

する情報提供の充実に努める

◆防災、防犯等の推進

【基本的考え方】

障害者が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、第３回国連防

災世界会議で採択された「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえつつ、災害に強い地

域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障

や避難支援、福祉避難所（福祉避難スペース）を含む避難所や応急仮設住宅の確保、福

祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取組を推進す

る。また、障害者を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの

防止に向けた取組を推進する。
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＜防災対策の推進＞

○障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防

災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進する。

○自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれの

ある箇所において、砂防えん堤等の施設整備等及び危険な区域の明示等のハード・ソフ

ト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。

○災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達

できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮

した情報伝達の体制の整備を促進する。

○災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用し

た障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、地方

公共団体における必要な体制整備を支援する。

○避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運

営ガイドライン」等を踏まえ、避難所において障害者が障害特性に応じた支援と合理的

配慮を得ることができるよう市町村の取組を促していく。また、必要な福祉避難所を確

保するよう市町村の取組を促していく。さらに、車椅子利用者も使用できる応急仮設住

宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災害救助法に基づく応急救

助の実施主体である都道府県の取組を促していく。

○災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援

施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協定など、地域

内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。

○火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑な緊急通

報を行えるよう、全国の消防本部におけるスマートフォン等を活用した音声によらない

緊急通報システムの導入を推進する。

○水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を

促進する。

○障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時におけ

る消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法、消防法の基

準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、

防火安全体制の強化を図る。

○各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等に

おいて、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「男

女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。

◆文化芸術活動・スポーツ等の振興

【基本的考え方】
全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとと

もに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与する。
また、レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力の増強や交流、余暇の充実等を
図る。さらに、地域における障害者スポーツの一層の普及に努めるとともに、競技性の
高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。

＜文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備＞

○特別支援学校において、一流の文化芸術活動団体による実演芸術の公演や、芸術家の派

遣により、特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提

供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣し、文化芸術

活動の機会の充実を図る。

○障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進める

とともに、障害者のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、
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関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を

行うことのできる環境づくりに取り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、

障害者の優れた芸術作品の展示等の推進を図る。

○国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、

字幕、音声案内サービスや触察資料の提供等、障害者のニーズを踏まえつつ、ユニバー

サルデザインの理念に立った工夫・配慮が提供されるよう努める。

○全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活を豊かにするととも

に、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、

障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動の普及を図る。また、民間団体等

が行う文化芸術活動等に関する取組を支援する。

○文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者

のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。

○レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、

各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が地域社会における

様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行う。

＜スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進＞

○障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとと

もに、障害者のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を

行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。

その際、指導者になる障害者の増加や障害者自身のボランティアへの参画を図る。さら

に、障害のない者も含む誰もが障害者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、国を挙げ

てパラリンピック等の障害者スポーツの振興を図る。

○全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団

体等が行うスポーツ等に関する取組を支援する。特に、身体障害者や知的障害者に比べ

て普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、精神障害者が参加できる競技大会

の拡大も含め、引き続き振興に取り組む。

○パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大

会等への参加の支援等スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともにパ

ラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。

○2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催すること

により、2020年東京大会のレガシーとして地域の共生社会の拠点づくりを推進する。

○スポーツ施設のバリアフリー・ユニバーサルデザインについて、関連する基準や先進事

例の情報提供等により、障害者の観戦のしやすさの向上を促進する。

▼詳しくは、内閣府HP 障害者基本計画▼

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#kihon4

＊事 務 局 よ り＊

★平成30年度さわやかレクリエーション事業実施計画書の提出について★

申請書提出期限は、原本が４月２３日(月)全肢連事務局必着となっております。

コカ・コーラ社への査定書類作成の関係上、締切日以降は受付不可となりますので

ご注意ください。

なお、申請書は必ず各都道府県肢連事務局から全肢連へ提出下さい。支部からの直接

の申請は受付けておりませんので併せてご注意ください。



施設(団体名) 所在地 期　間 取　組 対　象

MOA美術館・箱美術館 静岡県熱海市 通年 入館料無料 中学生以下

切手の博物館 東京都豊島区 5月3日～6日 入館料無料 中学生以下

神戸ポートタワー 兵庫県神戸市 5月5日 入館料無料 中学生以下

琴平海洋博物館 香川県多度津郡 5月5日 入館料無料 高校生以下

つくばエキスポセンター 茨城県つくば市 5月5日 入館料無料 高校生以下

小室山観光リフト 静岡県伊東市 5月5日 乗車料無料 小学生以下

東武博物館 東京都墨田区 5月5日～11日 入館料無料 中学生以下

東武ワールドスクウェア 栃木県日光市 5月5日～7日 入園料無料 小学生以下

箱根芦ノ湖遊覧船 神奈川県足柄下群 5月5日 乗船料無料 小学生以下（大人同伴）

箱根十国峠ケーブルカー 静岡県田方郡 5月5日 乗車料無料 小学生以下（大人同伴）

由利高原鉄道(株) 秋田県由利本庄市 5月3日～6日 小人列車運賃無料 小学生以下

会津鉄道(株) 福島県会津若松市 5月5日 運賃無料 小学生以下

錦川鉄道(株) 山口県岩国市 5月3日～5日　

うち1日(予定)

子ども鉄道員

（予約制）

イベント参加小学生
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平成30年度「児童福祉週間」実施日：平成30年5月5日～11日

無料入園等を実施する施設（詳細は現地確認願います）

2019年度全国大会及びブロック大会 開催日程(予定)

近畿ブロックの開催日程が決まりましたのでお知らせします。

▽第54回近畿ブロック大会（奈良大会）

日程：2019年7月13日(土) 会場：奈良県社会福祉総合センター

＊訃報

全肢連の活動に日頃ご支援いただいている日本コカ・コーラ株式会社 副社長 後藤 由美

氏におかれましては、かねてより病気療養中のところ平成30年3月12日に永眠されまし

た。(享年56歳）通夜は3月20日、告別式は3月21日に桐ケ谷斎場において執り行われま

した。

ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

全肢連 監事並びに千葉県肢体不自由児者父母の会連合会 会長 中島 哲男氏におかれま

しては、かねてより病気療養中のところ平成30年4月9日に永眠されました。(享年88歳)

通夜は4月12日、告別式は4月13日にクリスタ千葉において執り行われました。

これまでのご尽力に敬意を表しますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。


